
議案第４９号  

 

専決処分した事件の承認について  

 

亀山市税条例の一部改正について、地方自治法第１７９条第１項

の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

より報告し、承認を求める。  

 

 

        平成３０年６月１日提出  

 

              亀山市長   櫻  井  義  之  

 

 

 

 

別  紙  

専決処分書  

  



専決第９号  

 

  専決処分書  

 

 亀山市税条例の一部改正について、地方自治法第１７９条第１項

の規定により別紙のとおり専決処分する。  

 

平成３０年３月３１日専決  

     

              亀山市長   櫻  井  義  之  

 

 

 

 

別  紙  

 亀山市税条例の一部を改正する条例  

 

 

  



亀山市条例第１９号  

 

亀山市税条例の一部を改正する条例  

 

亀山市税条例（平成１７年亀山市条例第５０号）の一部を次のよ

うに改正する。  

第１１条中「第４６条」を「第４６条第１項及び第４項」に、「及

び」を「並びに」に改める。  

第４３条第７項中「第４６条第２項」を「第４６条第４項」に改

める。  

第４６条中「によって」を「により」に改め、同条中第２項を第

４項とし、第１項の次に次の２項を加える。  

２  第４３条第５項の規定は、前項の延滞金額について準用する。

この場合において、同条第５項中「前項の規定にかかわらず、次

に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人

が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による更正がある

べきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第４８

条の１６の２第３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げ

る期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により

納付すべき税額の納付があった日（その日が第４６条第１項の法

人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日

より前である場合には、同日）から第４６条第１項の申告書の提

出期限までの期間」と読み替えるものとする。  

３  第４４条第４項の規定は、第１項の延滞金額について準用する。

この場合において、同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次

に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人

についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第４８

条の１５の５第４項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げ

る期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により

納付すべき税額の納付があった日（その日が第４６条第１項の法



 

人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日

より前である場合には、同日）から同条第１項の申告書の提出期

限までの期間」と読み替えるものとする。  

第４６条に次の２項を加える。  

５  第４３条第５項の規定は、前項の延滞金額について準用する。

この場合において、同条第５項中「前項の規定にかかわらず、次

に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人

が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による更正がある

べきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第４８

条の１６の２第３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げ

る期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により

納付すべき税額の納付があった日（その日が第４６条第４項の連

結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過し

た日より前である場合には、同日）から第４６条第４項の申告書

の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。  

６  第４４条第４項の規定は、第４項の延滞金額について準用する。

この場合において、同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次

に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人

についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第４８

条の１５の５第４項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げ

る期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により

納付すべき税額の納付があった日（その日が第４６条第４項の連

結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過し

た日より前である場合には、同日）から同条第４項の申告書の提

出期限までの期間」と読み替えるものとする。  

附則第７条第２項中「第４６条」を「第４６条第１項及び第４項」

に、「同条」を「これら」に改める。  

附則第８条第１項中「第４６条に」を「第４６条第１項及び第４

項に」に、「同項」を「前条第２項」に、「同条」を「これらの規

定」に改める。  



 

附則第２０条の見出し中「平成２７年度から平成２９年度まで」

を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同条第６号中「に

あっては」を「には」に改める。  

附則第２１条の見出し中「平成２８年度又は平成２９年度」を「平

成３１年度又は平成３２年度」に改め、同条第１項中「平成２８年

度分又は平成２９年度分」を「平成３１年度分又は平成３２年度分」

に改め、同条第２項中「平成２８年度適用土地」を「平成３１年度

適用土地」に、「平成２８年度類似適用土地」を「平成３１年度類

似適用土地」に、「平成２９年度分」を「平成３２年度分」に改め

る。  

附則第２２条の見出し及び同条第１項中「平成２７年度から平成

２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、

同条第２項及び３項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平

成３０年度から平成３２年度まで」に、「にあっては」を「には」

に改め、同条第４項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平

成３０年度から平成３２年度まで」に、「当該課税標準額」を「前

年度分の固定資産税の課税標準額」に改め、同条第５項中「平成２７

年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度ま

で」に改める。  

附則第２４条（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９

年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。  

附則第２９条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を

「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同条第２項中「平

成３０年３月３１日」を「平成３３年３月３１日」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

第１条  この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 （市民税に関する経過措置）  

第２条  この条例による改正後の亀山市税条例（以下「新条例」と

いう。）第４６条第２項、第３項、第５項及び第６項の規定は、



 

平成２９年１月１日以後に同条第１項又は第４項の申告書の提出

期限が到来する法人市民税に係る延滞金について適用する。  

（固定資産税に関する経過措置）  

第３条  新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成３０年度

以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２９年度分まで

の固定資産税については、なお従前の例による。  
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